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低入札価格調査対象工事に係る対策（試行） 
 
東北農政局では、低入札価格調査対象工事の増加が見受けられ、品質確保への支障、安全対策の

不徹底、下請けへのしわ寄せ等が懸念されることから、次の対策を講じることとしました。 
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                         積算施工係 菊地 藤利 
                    TEL 022-263-1111（内）4154・4152 



 

 
 （２）監督体制の強化 

（３）施工段階における点検・調査等 

  

 

４）受

低入札価格調査対象工事に係る対策（試行） 

１．概要 

 最近、東北農政局が発注する農業農村整備事業工事（以下、「工事」という。）において、低

入札価格調査対象工事（以下、「対象工事」という。）の増加が見受けられ、品質確保への支障、

安全対策の不徹底、下請けへのしわ寄せが懸念されることから、東北農政局では平成１８年４

月に一般競争入札方式により契約した工事を対象に、また、８月からは全ての対象工事につ

いて、発注者の監督体制強化・施工体制の点検・下請け契約状況の調査等を通じて抑止対策

を講じることとした。 

  
２．主な対策内容 

 （１）情報の公表 

低入札価格調査に係る情報の公表については、契約締結後速やかに東北農政局総務部経理課内

閲覧場所において閲覧に供するほか、東北農政局のホームぺージにおいても併せて公表するも

のとし、低入札価格調査ヒアリング時に追加した調査結果についても公表する。 

 ①監督体制については、必要に応じ監督業務の補助的作業にコンサルタント等の積極的活用を

②「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事（予定価格７億２千万円以上）においては、

 図る。 

重点工事監督計画書を作成の上、それに基づき常時確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 注者側技術者の増員（予定価格２億円以上の対象工事のみ） 

１）次の①～③の段階において、監督職員が文書により請負業者に改善を指示した場合、その

 施工段階における確認マニュアル」に定める） 

を義務付け、随時、

ア． 場合、以降の１年間は管内の別の新規工事に係る

場合：加算点を５０％マイナス）  

  ナス） 

参加を制限する。

完了するまでの間、対象工事を発注した東北農政局管内の他の新規工

）当該対象工事の工事成績が６５点未満の場合、評定通知日から１年間、上記１）アと同様

この対策は、平成１８年８月１０日以降に指名通知又は競争参加資格確認通知を行う工事から適用する。 

回数に応じ、ア及びイの対策を講ずる。 

 ①施工段階確認（工種別に確認時期・内容を「

  ②施工体制点検段階（主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用） 

  ③下請け契約状況調査における下請け支払いの実態把握段階（下請契約計画書の提出

下請けへの支払い状況の実態把握を行う） 

上記①～③において文書指示を受けた

評価点を減点する。 

（総合評価落札方式の

（公募型指名競争入札の場合：当該企業の評価点を３点マイ

イ．文書指示回数が２回に達した場合は、管内の別の新規工事における入札

【入札参加の制限の考え方】 

対象工事が完成検査に合格し

事に係る入札参加を制限する。但し、対象工事が２箇年以上にまたがる場合は、文書指示が２回累

積した日から１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で同

様の措置を改めて講ずる。 

２

の措置を講ずる。 



 

本対策に係る施行文書は、東北農政局ホームページでご覧頂けます。 

 専任の管理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工事となった場

合

た企業。 

を求められた企業。 

注意の喚起を受けた企業。 

 、当該業者が過去２年以内に東北農政局管内で完成した工事、あるいは契約時点で施工中の

工事に関して、次のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の

技術者１名を専任で現場に配置させる。 

①工事成績７０点未満の評定を通知され

②発注者から施工中又は施工後に修補又は損害賠償

③品質管理、安全管理に関し指名停止を受けた企業。 

④部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは

⑤自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。 
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